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住友化学株式会社　生物環境科学研究所　	
安全性評価研究職　募集要項

生物環境科学研究所では現在，安全性評価研究者を募集しています。

職　　種 安全性評価研究職

仕事内容 農薬，一般化学物質の安全性評価研究，新規安全性評価技術開発

応募資格・要件
理系学部卒以上，原則として 3 年以上の安全性評価研究あるいは GLP 毒性試
験の実務経験を有する者（トキシコロジスト，毒性病理学専門家，生殖発生毒
性専門家などの資格を有することが望ましい）

雇用形態 正社員

給　　与 当社規定により優遇

待遇・福利厚生
昇給年 1 回，賞与年 2 回（原則として 6・12 月）､ 各社会保険完備､ 退職金､
年金制度､ 持株会､ 交通費全支給，寮・社宅は当社規定にもとづき貸与，保養所，
スポーツ施設あり

休日・休暇 週休 2 日制（年間休日 124 日），有給休暇，結婚休暇，忌引休暇等

勤務時間 フレックスタイム制（コアタイムなし），1 日の標準労働時間 7 時間 50 分

勤 務  地 住友化学株式会社　生物環境科学研究所（大阪市此花区）

応募方法 履歴書，職務経歴書を郵送または e-mail にて下記担当者まで送付ください。

応 募 先

〒 554-8558　大阪市此花区春日出中 3-1-98
　住友化学株式会社　大阪工場　総務部（人事）　採用担当 S 係　宛て
　tel：06-6466-5043 ／ fax：06-6466-5463
　e-mail：kankei-saiyou@ya.sumitomo-chem.co.jp
※秘密厳守､ 応募書類不返却
※個人情報は選考目的以外に使用いたしません。

募集締め切り 随時選考を行い，定員に達し次第締め切ります。



J. Toxicol. Sci. 投稿規定

　The� Journal� of� Toxicological� Sciences（略称：J.� Toxicol.�
Sci.）は医薬品，食品添加物，食品汚染物質，環境汚染物質を
はじめ様々な物質の毒性とその発現機構，生体応答，安全性評
価，分析法など毒性学全般にわたる研究成果を掲載する学術雑
誌である。本誌に投稿される論文は英語で執筆され，その内容
が未発表及び未投稿で独創的な知見を含み，さらに，内容を充
分に理解出来るネィティブスピーカーよって英文チェックを
受けたものに限る。なお，投稿者は日本毒性学会の会員である
必要はない。

1．論文の種類
（1�）Original� Article：独創的研究によって得られた新知見を

含む論文。文字数の制限はない。
（2�）Letter：原則として刷り上がり 3 頁以内。公表する価値は

十分あるものの Original� Article としてはデータ的に不十分
な研究成果，十分な考察や意義付けはできないが興味深い現
象，ネガティブデータだが学術的重要性が高いと思われる知
見などを掲載する。

（3�）Toxicogenomics/proteomics�Report：刷り上がり 3 頁以内。
毒性や生体応答に関わる遺伝子および蛋白質に関する独創
的な知見を掲載する。対象となる物質によって発現量が変動
する遺伝子群（または蛋白質群）に関するデータ（DNA ア
レイ分析の結果など）や毒性発現に影響を与える遺伝子（ま
たは蛋白質）の同定などが該当する。DNA アレイ分析結果
などは 1 つの物質について１論文，毒性発現に関わる遺伝子
の同定は 1 つの遺伝子について１論文とすることができる。
また，毒性に関わる遺伝子の新たな多型の発見や，既存の遺
伝子多型と薬効等との関連性を検討した結果（ネガティブ
データでも可）なども掲載対象とする。本論文種は情報提供
を目的としたものなので，考察や意義付けが充分にされてい
なくても良い。

（4�）Review 及び Minireview：編集委員会が執筆を依頼する。
興味深い最新の知見を全般的に紹介する総説を Review と
し，主として著者らの最近の研究を紹介する総説を Minire-
view とする。Review は頁数に制限を設けないが，Minire-
view は刷り上がり３頁以内とする。

（5�）Special� Issue：一冊買い上げの形で研究成果等を本誌の
Special� Issue として発行することができる（原則として 50
ページ以上）。詳細については電子メールで編集部に問い合
わせること。

2．原稿の構成
　A4 判に上下左右に 2 ｃｍの余白を取り，11 ポイントの活字
でシングルスペースで記述する。刷り上がりページ数が定めら
れている論文種の場合は，刷り上がり 1 頁の文字数がスペース
を含めて約 4,700 字となることを考慮して原稿を作成する。表
題頁を１頁として頁数の通し番号を下部中央に記す。

（1�）第１頁（表題ページ）に表題，著者名，所属機関名とその
所在地，論文種別，running� title（スペースを含めて 70 文

字以内），カテゴリー（下記３参照）を記す。次いで日本語
で，連絡著者の氏名，所属機関及び住所，電話番号，E-mail
アドレス（必須）を記載し，さらに，英文チェックを受けた
ネィティブスピーカーの氏名（または会社名）及び住所を記
入する。

（2�）第２頁に 250 語以下のアブストラクト及び３～６語のキー
ワードを記す。アブストラクトは改行しない。

（3�）第３頁以後に Introduction，Materials� and�Methods，Re-
sults，Discussion，Acknowledgments，References の順番で
本文を記述する。Results と Discussion をまとめて Results�
and�Discussion として記述してもよい。

（4�）略語：初出時に一旦スペルアウトし，その直後に略語を（　）
内に示し，以下その略語を用いる。

（5�）単位：次のように使用する。μm,�mm,�cm,�m,�Å ,�μg,�mg,�g,�
kg,�μl,�ml,�l,�mmol,�mol,�μM,�mM,�M,�ppm,�mol/l,�mg/ml,�% ,�
sec,�min,�hr,�S.D.,�S.E.,� s.c.,� i.c.,� i.m.,� i.v.,� i.p.,�p.o.,�Bq,�Ci,�Sv,�
Gy,�cpm,�℃ .

（6�）使用した試薬及び機器：会社名，都市（州），国名を記載する。
（7�）表：本文と同じワープロソフトを用いて A ４判の大きさ

で作成し，アラビア数字で一連の通し番号を付ける（例，
Table� 1.）。タイトルは表の上部に，注釈は表の下部にそれ
ぞれ直接記入する。

（8�）図：著者の作製した図をそのまま版下に用いる。図の原稿
は１つずつＡ４判 1 ページに収まるように作成し，アラビ
ア数字で一連の通し番号をつける（例，Fig.� 1.）。図のタイ
トルおよび注釈は別紙にまとめて Legends として記載する。
論文が採用された際には，全ての図の電子ファイルを提出す
る必要がある。

（9�）文献の引用：本文中に文献を引用する際は，著者名および
年号を（　）内に記す［例，（Smith,� 1999）または（Jones�
and� Cohen,� 2003）］。著者が 3 名以上の場合は筆頭著者のみ
を表示する［例，（Smith� et� al.,� 2004）］。引用した論文はア
ルファベット順に並べて論文末尾に References として一覧
表示する。記載順序は，雑誌の場合は著者氏名，年号，論文
名，雑誌名の略称，巻，頁とし，単行本の場合は著者氏名，
年号，論文名，書名，編著者名，頁，発行所，所在都市名と
する。雑誌名の略称は，その雑誌が定めているものがある場
合はそれを用い，それ以外は Chemical�Abstract に準ずる。

（例）
Kennedy,� M.L.,� Smith,� J.K.� and� Jones,� W.T.（2005）� :� The�

pharmacokinetics� of� methylmercury� in� new� born�
rats.�J.�Toxicol.�Sci.,�30,�126-135.

Steel,�J.M.�and�Whiteny,�M.C.（2003）�:�The�effect�of�diethyl-
stilbestrol�on�reproductive�system�in�rat�offspring.�
In�Toxicology�of�Diethylstilbestrol（Walton,�W.H.,�ed.）,�
pp.551-564,�Thomson�Press,�New�York.



（1�0）Supplemental� Data：一部のデータ（Method の詳細，追
加データ，DNA マイクロアレイ解析の詳細結果など）を
Supplemental� Data として投稿論文に添付することができ
る。Supplemental�Data はオンライン版にのみ掲載される。

3．カテゴリー
　第１頁（表題ページ）に下記の中から該当するカテゴリー（5
つ以内）を選んで，関連性の高いものから順番に記号を記載す
ること。

　�A1 医薬品　A2 農薬　A3 金属　A4 工業用化学物質　A5 ト
キシン　A6 食品添加物　A7 食品汚染物質　A8 環境汚染物
質　A9 発がん性物質　A10 内分泌攪乱物質　A11 ナノマテ
リアル　

　�B1 脳神経系　B2 肝臓　B3 腎臓　B4 皮膚　B5 感覚器　B6
消化器　B7 呼吸器　B8 循環器　B9 生殖器　B10 胎児　

　�C1 一般毒性　C2 生殖毒性　C3 遺伝毒性　C4 発がん　C5
行動毒性　C6 免疫毒性　C7 薬物中毒　C8 薬物依存性　C9
細胞毒性　C10 酸化ストレス　C11 炎症

　�D1 蓄積・排泄　D2 キネティクス　D3 薬物代謝　D4 毒性発
現機構　D5 生体（細胞）応答　D6 毒性病理学　D7 毒性生
化学　D8 分子毒性学　D9 毒性関連遺伝子　D10 安全性評価�
D11 毒性試験法　D12 分析法　D13 オミクス　D14� 統計解
析法

�
4．著作権
　本誌に掲載された論文の著作権は日本毒性学会に帰属する
ものとする。転載時には，その都度本編集部の許可を必要とす
る。

5．ヒトや動物を対象とした論文
　人体ならびにヒト組織を対象とした論文は「ヘルシンキ宣言」

（1964 年発行，2002 年改訂：http�:�//www.wma.net/e/policy/
b3.htm）の倫理基準に，またヒト遺伝子に関する論文は「ヒ
トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（http�:�//www.
mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/genomeshishin/）に従い，
かつ，何れの場合も所属機関の倫理委員会の承認を得て実施さ
れたものに限って投稿を受け付ける。また，動物を対象とした

論文は文部科学省など公的機関の策定した動物実験ガイドラ
インに従って実施されたものに限る。いずれも当該論文がこれ
らに従って実施されたことを本文中に明記する必要がある。

6．投稿原稿の送付
　原稿はオンライン投稿システム（https://www.e-kenkyu.
com/jtoxicol-scied/）から投稿すること。その他の方法による
投稿は受け付けない。投稿原稿は Microsoft� Word ファイルま
たは PDF ファイルに限る。表および図は本文の末尾に貼り付
け，一つのファイルとして投稿すること。本文と図表が別ファ
イルになっている論文の投稿は受け付けない。投稿時に原稿と
別にカバーレター（日本語可）を添付することができる。

7．その他
（1�）採用が決定した場合には，Microsoft� Word で作成した最

終原稿（本文および表）ファイルと図のファイルを提出する
必要がある。

（2�）著者校正を１回行うが，誤植のみの訂正とし，追加や書き
改めは認めない。

8．Executive	Editors
　若干名の Executive� Editor をおく。Executive� Editor の選
考は編集委員会に設けられた Executive� Editor 小委員会が行
う。Executive� Editor が責任著者になっている論文または Ex-
ecutive� Editor が推薦する論文は編集委員会の審査を受けるこ
となく採用する。Executive�Editor はこれらの論文を編集部に
送付する前に，自身と所属の異なる 2 名の専門家に査読を依頼
しなければならない。掲載論文にはその論文を投稿または推薦
した Executive�Editor の氏名が記載される。

9．掲載料
　掲載料は以下の表を参照のこと（消費税別）。別刷は別途申
し受ける（有料：実費）。請求書は発行後に責任著者宛に送付
する。

掲載料（円／頁） カラー写真 c（円／頁）

Original�Article  6,000 40,000
Letter  12,000�a 40,000
Report�b 16,000 40,000

Special�Issue 20,000 40,000
招待総説 無料 20,000

a：4 頁目からは 16,000 円／頁。　b：Toxicogenomics/proteomics�Report。　c：図等も含む。



入　会　案　内

1．�「日本毒性学会会則」を熟読の上，本会ホームページの�
「入会案内」（http://www.jsot.gr.jp/about/admission.html）
より入会申請フォームでお申し込み下さい。

　�����入会にあたり，本学会評議員１名の推薦が必要となります。
学生会員として入会を希望される方は，評議員の推薦に加
え，所定欄に所属研究室指導教員 1 名の推薦が必要です。�
評議員については「評議員リスト」（https://toxicol.org/
users/councilor_list）をご覧下さい。評議員の e-mail アド
レスは評議員の先生に直接お尋ね下さい。

2．�入会受付後，事務局より年会費の郵便振替用紙をご送付い
たします。�

3．�年会費の納入が確認された時点で入会が完了し，会員とし
て登録されます。

4．�本会の年度は 1 月 1 日から 12 月 31 日です。��
5．�機関誌「The�Journal�of�Toxicological�Sciences」はご指定

の住所宛にご送付いたします。尚，年度の途中から入会さ
れた場合，希望者には入会年の機関紙 No.1 からご送付いた
しますので，入会申請フォームのバックナンバー欄に希望
の有無のチェックを入れて下さい。�

6．年会費および会員の種別は次の通りです。�
　　 一般会員　7,000 円�
　　 学生会員　3,000 円
＊�本年度入会希望の方は，12 月 20 日までに年会費のお振込み

をお願いします。それ以降にお振込みいただいた場合は，次
年度入会となりますのでご了承下さい。

変　更　手　続　き

　ご登録内容の変更は，本会ホームページの「会員専用」ページ（https://toxicol.org/）へログインし，「会員情報確認・変更メニュー」
の「登録情報確認・変更ページへ」から手続きを行って下さい。

　退会手続きは，本会ホームページの「会員専用」ページ（https://toxicol.org/）へログインし，「会員情報確認・変更メニュー」の「退
会申請ページへ」より手続きを行って下さい。����



1．目　的
 �　日本毒性学会（JSOT）は化学物質の毒性試験に関する基準
（GLP）の施行に伴う安全性試験の信頼性確保の重要性に鑑み
て，わが国の安全性試験の信頼性向上と毒性学の進歩に寄与
するため，JSOT 認定トキシコロジストの認定制度を設けて，
質の高い専門家を認定する。

2．認定試験小委員会
 �　認定試験を実施するため，JSOT 教育委員会の下に認定試
験小委員会（以下試験委員会という）を設置する。試験委員
会に関する細則は別に定める。

3．認定試験
 （1）�JSOT 認定トキシコロジストとして認定を受けようとす

る者は，JSOT が行う書類審査ならびに認定試験に合格
しなければならない。

 （2）�書類審査および認定試験は試験委員会が行い，認定は理
事会が行う。

 （3）書類審査の基準は次の通りとする。
　　 （イ）�出願時に3年以上継続してJSOTの会員であること。
　　 （ロ）�出願時に 6 年制大学卒業後 5 年以上，4 年制大学卒

業後 7 年以上，短期大学卒業後 10 年以上，高等学
校卒業後 12 年以上，およびそれ以外の者ではこれ
に準ずる年数の毒性学領域における実績を有する
者であること。毒性学領域における実績期間には，
毒性学関連の職歴および大学院等における毒性学
関連の研究期間を含めるものとする。ただし，修学
期間，就業期間および研究実績期間の重複は多重に

計上しない。その他，大学等への入学前の実績期間
や複数の大学等での修学の取り扱い等については
事務局に事前に問い合わせること。

　　 （ハ）�別表の受験資格評点基準に従って総合点が 80 点以
上に達していること。

　　 （ニ）�上記のうち，基準に満たない要件があるものについ
ても，理事長が特に認めた場合，受験資格を与える
場合がある。

 （4）認定試験は原則として年 1 回実施し，筆記試験とする。
 （5）受験料は 3 万円とする。
 （6）資格審査および試験実施細目については別に定める。

4．認　定
 （1）�合格者は認定を受けるために認定料を支払わなければな

らない。認定料は 2 万円とする。
 （2）�JSOT 認定トキシコロジストに適格でない事由が生じた

場合，認定を取り消すことがある。

5．認定資格更新
 �　認定資格取得後 5 年毎に資格更新を行う。資格更新に関す
る細則は別に定める。

6．その他
 �　この規約の改変は教育委員会の議を経て，JSOT 理事会の
承認を得るものとする。

付則　　平成 24 年 1 月 1 日改訂の本規定は同日から施行する。

日本毒性学会認定トキシコロジストの認定制度規定

平成 9 年 7 月 24 日制定
平成 15 年 7 月 19 日改正
平成 19 年 1 月 16 日改正
平成 21 年 7 月 5 日改正
平成 23 年 1 月 14 日改正
平成 24 年 1 月 1 日改正

（付）日本毒性学会（JSOT）認定トキシコロジスト受験資格のための評点基準
種　別 評　点　項　目 参　加 発　表 1）

論　　文 毒性学関連論文 2） 10（5）／編

学会活動
JSOT 学会
JSOT 認定学会 3）

JSOT 認定講習会 4）

10 ／回
 5 ／回
 5 ／回

10（5）／回

JSOT 主催講習会 基礎教育講習会（1998 年以降）�5）

生涯教育講習会
40 ／回
 5 ／回

1）発表におけるかっこ内数字は筆頭者でない共同発表の点数を示す。�
2）レフリー制度が整っている学術誌に限る。�
3）�����IUTOX,�ASIATOX,�SOT,�EUROTOX,�JSOT 共催学会 ,�JSOT 協賛（後援は除く）学会
4）日本学術会議トキシコロジー分科会シンポジウム，応用トキシコロジーリカレント講座等
5）1997 年以前の参加は 10 ／回



1．�本細則は日本毒性学会（JSOT）認定トキコロジストの認定
制度規定に基づき制定されたものである。

2．�認定資格の継続を希望する者は，理事長宛に資格更新の申
請を行うものとする。

3．資格更新者は下記の基準を満たす者とする。
 　（1）資格更新申請時にも JSOT 会員であること。
 　（2）�資格更新申請時において，過去５年間に別に定める評

点基準に従って総合点が 80 点以上であること。
 　（3）�資格更新時に実施する資格更新試験に合格すること。

ただし，本試験は過去５年間に出題された認定試験問
題の中から認定試験小委員会で選出した 100 題を申請
者に送付し，一定期間後に回収することで実施する。
80 題以上の正答を以て合格とする。なお，この基準
に満たなかった者においては一回を限度に再試験を行
い，その結果正答が 80 題以上に達した場合には合格と
する。

4．�理事長は資格更新申請を受け，教育委員会委員長を経て認
定試験小委員会に審査を委嘱する。

5．�認定試験小委員会は資格更新申請者からの申請が上記３．
の基準を満たしているか否かを審査し，その結果を教育委
員会委員長を経て理事長に答申する。

6．�理事長は答申案を理事会に諮り，資格更新者を決定し，申
請者に通知する。

7．�申請者は通知日より 2 ヶ月以内に更新料（当分の間 2 万円）
を学会に納入する。

8．�理事長は更新料が納入されたことを確認し，認定書を交付
する。

9．�資格更新時に止むを得ざる理由により手続きが出来なかっ
た者の取り扱いについては理事長が判断する。

10.�細則の変更は認定試験小委員会の議をへて，理事会の承認
を得る必要がある。

付則：平成 24 年 1 月 1 日改訂の本規定は同日から施行する。

日本毒性学会認定トキシコロジストの認定資格更新に関する細則

平成 12 年 6 月 29 日制定
平成 15 年 7 月 19 日改正
平成 19 年 1 月 16 日改正
平成 21 年 7 月 5 日改正
平成 23 年 1 月 14 日改正
平成 24 年 1 月 1 日改正

評　点　基　準
カテゴリー 評　点　項　目 評　点 上限（5 年間）

I 認定試験の問題作成 20 ／回 80

II
学会活動
JSOT 参加／発表
JSOT 認定学会 1）　参加／発表

 5 ／回 25

III JSOT 公認講習会 2）（講師を含む）  5 ／回 25

IV 毒性学関連論文 3）  5 ／編 25

1）IUTOX,�ASIATOX,�SOT,�EUROTOX,�JSOT 共催学会 ,�JSOT 協賛（後援は除く）学会
2）�JSOT 基礎教育講習会・生涯教育講習会，日本学術会議トキシコロジー分科会シンポジウム，応用トキシコロジーリカ

レント講座等
3）レフリー制度が整っている学術誌に限る
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